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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期

第３四半期累計期間

第36期

第３四半期累計期間
第35期

会計期間
自  平成23年１月１日

至  平成23年９月30日

自  平成24年１月１日

至  平成24年９月30日

自  平成23年１月１日

至  平成23年12月31日

売上高 （千円） 9,707,240 9,195,508 13,479,723

経常利益 （千円） 2,100,267 1,962,017 2,869,314

四半期（当期）純利益 （千円） 1,160,269 1,094,799 1,600,435

持分法を適用した
場合の投資利益

（千円） － － －

資本金 （千円） 1,491,350 1,491,350 1,491,350

発行済株式総数 （株） 22,975,189 22,975,189 22,975,189

純資産額 （千円） 7,893,661 9,061,763 8,334,224

総資産額 （千円） 10,718,598 12,124,035 11,999,086

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 50.53 47.68 69.71

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 5.50 5.50 16.00

自己資本比率 （％） 73.6 74.7 69.5

　
回次

第35期

第３四半期会計期間

第36期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成23年７月１日

至 平成23年９月30日

自 平成24年７月１日

至 平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額      （円）             19.67           16.02

　

(注) １  当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載して

おりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業内容について、重

要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

(1)  経営成績の分析

当第３四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景とした回復基調の

一方で、消費の増勢が一服してきたこと等から景気回復の動きに足踏み感が見られました。また世界経済

も、欧州における債務危機が長期化し、景気減速の動きが継続するなど先行きの不透明感が強い状態で推移

しています。さらに金融市場では円高の長期化、株式市場での日経平均株価の伸び悩み、デフレ基調の継続

等、景気の下振れリスクは依然高い状況にあります。

自動車業界におきましては、エコカー減税・エコカー補助金による環境対応車への買い替え支援策も背

景に、自動車登録台数は消費者に支持されているハイブリッド車や小型低燃費車が牽引する形で12ヶ月連

続の前年比増となりましたが、当初７月にも財源を使い切ると見られていたエコカー補助金が９月中旬ま

で持ちこたえるなど、消費に陰りも見られました。

また、ガソリン価格は当第３四半期会計期間末でも高止まりしており、加えて８月の消費税増税法案の成

立も手伝って消費者の節約志向を更に加速させております。

このような市場環境の下、自動車用潤滑油の販売面では、引き続き環境配慮型の低粘度・省燃費のプレミ

アムオイルの販売を中心に、オートマチックミッション用オイルの拡販も合わせて、高付加価値商品比率の

向上を図ってまいりました。しかしながら前述の消費者マインドの冷え込みの影響から、小売店や量販店に

おいては夏場以降、カー用品・レジャー関連商品の売上が落ち込み、またカーディーラーにおいてもメンテ

ナンス入庫台数の回復は見えておらず、エンジンオイル交換需要に大きく影響いたしました。

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は9,195百万円（前年同四半期比5.3％減）、営業利益は

1,946百万円（前年同四半期比7.4％減）、経常利益は1,962百万円（前年同四半期比6.6％減）、四半期純利

益は1,094百万円（前年同四半期比5.6％減）となりました。
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(2)  財政状態の分析

(流動資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、11,639百万円（前事業年度末は11,531百万円）と

なり、107百万円増加いたしました。これは、主に受取手形及び売掛金（552百万円の減少）、商品及び製品

（22百万円の増加）、短期貸付金（554百万円の増加）及び未収入金（62百万円の増加）によるものです。

（なお、貸付金の内容は、BPグループのインハウス・バンクを運営しているビーピー・インターナショナル

・リミテッドに対するものであります。）

(固定資産）

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、484百万円(前事業年度末は467百万円）となり、16

百万円増加いたしました。これは、主に有形固定資産（23百万円の増加）によるものです。

(流動負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、3,017百万円（前事業年度末は3,602百万円）とな

り、585百万円減少いたしました。これは、主に支払手形及び買掛金（304百万円の減少）、未払金（196百万

円の減少）、未払費用（344百万円の増加）、未払法人税等（356百万円の減少）及び賞与引当金（88百万円

の減少）によるものです。

(固定負債）

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、44百万円（前事業年度末は62百万円）となり、17百

万円減少いたしました。これは、主に退職給付引当金（20百万円の減少）によるものです。

(純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、9,061百万円（前事業年度末は8,334百万円）となり、

727百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が四半期純利益により1,094百万円増加し、剰余金の配当

により367百万円減少したことによるものです。

　

(3)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4)  研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

　

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 118,000,000

計 118,000,000

　

②  【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)

(平成24年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年11月13日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 22,975,18922,975,189
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、株主
として権利内容に制限のな
い、標準となる株式。

単元株式数  100株

計 22,975,18922,975,189－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

― 22,975,189 ― 1,491,350 ― 1,749,600

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年６月30日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

①  【発行済株式】

  平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 17,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,950,100 229,501 －

単元未満株式 普通株式 8,089 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 　 22,975,189 － －

総株主の議決権 － 229,501 －

(注) １  「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２  「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄は、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ14,000株

及び80株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数140

個が含まれております。

３  「単元未満株式」欄は、当社所有の自己株式が７株含まれております。

　

②  【自己株式等】

  平成24年６月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）

ビーピー・カストロール
株式会社

東京都品川区大崎一丁目
11番２号ゲートシテイ大
崎イーストタワー

 

17,000

 

－

 

17,000

 

0.07

計 － 17,000 － 17,000 0.07

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第63号）に基づいて作成しております。

　
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成24年７月１日か

ら平成24年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）に係

る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　
３  四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

みて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

①  資産基準 0.0％

②  売上高基準 ―％

③  利益基準 0.0％

④  利益剰余金基準 △0.1％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 105,020 111,522

受取手形及び売掛金 2,705,350 2,152,900

商品及び製品 468,769 491,306

原材料及び貯蔵品 34,124 46,692

前払費用 29,506 30,102

繰延税金資産 308,610 308,610

短期貸付金 7,422,444 7,977,432

未収入金 447,248 509,776

その他 10,091 10,805

流動資産合計 11,531,167 11,639,150

固定資産

有形固定資産 297,826 321,124

無形固定資産 7,405 7,921

投資その他の資産 162,686 155,839

固定資産合計 467,918 484,885

資産合計 11,999,086 12,124,035

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,292,545 988,457

未払金 819,263 622,620

未払費用 658,508 1,003,322

未払法人税等 626,471 269,525

預り金 16,314 25,804

賞与引当金 168,767 80,621

その他 20,646 27,124

流動負債合計 3,602,517 3,017,476

固定負債

退職給付引当金 36,355 16,202

受入保証金 25,988 28,592

固定負債合計 62,344 44,795

負債合計 3,664,862 3,062,272

EDINET提出書類

ビーピー・カストロール株式会社(E02800)

四半期報告書

 8/15



(単位：千円)

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,491,350 1,491,350

資本剰余金 1,749,600 1,749,600

利益剰余金 5,096,760 5,824,228

自己株式 △6,451 △6,489

株主資本合計 8,331,259 9,058,689

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,965 3,073

評価・換算差額等合計 2,965 3,073

純資産合計 8,334,224 9,061,763

負債純資産合計 11,999,086 12,124,035
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 9,707,240 9,195,508

売上原価 4,678,724 4,488,467

売上総利益 5,028,515 4,707,041

販売費及び一般管理費 2,927,266 2,760,982

営業利益 2,101,249 1,946,059

営業外収益

受取利息 13,022 17,683

受取賃貸料 11,588 11,588

受取手数料 9,111 9,945

受取補償金 4,857 2,703

為替差益 10,009 2,105

その他 4,198 2,996

営業外収益合計 52,787 47,022

営業外費用

売上割引 53,766 31,061

その他 2 2

営業外費用合計 53,769 31,063

経常利益 2,100,267 1,962,017

特別損失

固定資産除却損 839 421

特別退職金 30,504 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,484 －

特別損失合計 47,828 421

税引前四半期純利益 2,052,439 1,961,596

法人税等 892,169 866,796

四半期純利益 1,160,269 1,094,799
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期累計期間

(自  平成24年１月１日

  至  平成24年９月30日)

税金費用の計算
 

税金費用について、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純
利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期
純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 

　

【追加情報】

当第３四半期累計期間

(自  平成24年１月１日

  至  平成24年９月30日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　 前第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日

   至  平成23年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年１月１日

  至  平成24年９月30日)

減価償却費 109,496千円 111,039千円

　

(株主資本等関係)

Ⅰ  前第３四半期累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月25日
定時株主総会

普通株式 241,061 10.5平成22年12月31日 平成23年３月28日 利益剰余金

平成23年８月10日
取締役会

普通株式 126,270 5.5平成23年６月30日平成23年９月５日 利益剰余金

　

２.基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
Ⅱ  当第３四半期累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日）

１.配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月27日
定時株主総会

普通株式 241,061 10.5平成23年12月31日 平成24年３月28日 利益剰余金

平成24年７月27日
取締役会

普通株式 126,270 5.5平成24年６月30日 平成24年９月３日 利益剰余金

　

２.基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日）及び当第３四半期累計期間（自

  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日）

当社の事業は、潤滑油の販売並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成23年１月１日
  至  平成23年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年１月１日
  至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 50円53銭 47円68銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 1,160,269 1,094,799

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 1,160,269 1,094,799

普通株式の期中平均株式数（株） 22,958,255 22,958,189

(注)  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
２ 【その他】

第36期（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）中間配当については、平成24年７月27日開催の

取締役会において、平成24年６月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

  ①配当金の総額                                126,270千円

  ②１株当たりの金額                               ５円50銭

  ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成24年９月３日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年11月13日

ビーピー・カストロール株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   塚  原  正  彦   印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士   大  澤  栄  子   印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているビー
ピー・カストロール株式会社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第36期事業年度の第３四半期

会計期間(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年１月１日から平
成24年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ビーピー・カストロール株式会社の平成24年９月30日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ
せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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